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接触なし 接触あり

第６波における学級閉鎖の考え方　

児童生徒が陽性と判明

学校内での接触状況の確認

　発症している場合　→発症２日前に他の児童生徒との接触がある。

　無症状の場合　　　→検体採取２日前に他の児童生徒との接触がある。

　　※接触については、原則給食や体育、部活動等、マスクをしていない状態で

　　　一定時間の接触があったものを対象と考える。

学級閉鎖なし 学級閉鎖

※当該児童生徒のみ出席停止

※濃厚接触者が特定されれば

　当該児童生徒も出席停止

①陽性判明の翌日から４日間

②文部科学省通知の示す５日間

　（感染者との最終接触日を

　　０日とし、以後５日間）

※①②は概ね一致。

　一致しない場合は②で判断

１．学級閉鎖の期間内に、複数の陽性者や体調不良の児童生徒があった場合は、その期間を

　　延長することがある。

２．陽性判明に時間を要し、②の期間をこえた場合は、学級閉鎖を要しない。

症状あり

陽性が判明した

児童生徒の

最終登校日※

・発症

・検体採取

・結果陽性

症状あり 最終登校日※
・発症

・検体採取
・結果陽性

無症状

（濃厚接触者）
最終登校日※ ・検体採取 ・結果陽性

接触期間 ５日間※※

　＜参考＞　学級閉鎖のパターン

接触期間 最終接触日から５日間の健康観察期間※※

接触期間 ５日間※※

学級閉鎖 ４日間

学級閉鎖 ３日間

学級閉鎖 ２日間


